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第 一     総     則                      

１ 策定趣旨 

令和２年 月に改定を行った新たな京都府戦略的地震防災対策指針（以下「戦略指針」という。）

で定めた減災目標等を達成するため、戦略指針で体系化した「６つの政策目標」及び「１７の具体

目標」と「５５の施策項目」ごとに具体的事業を盛り込んだ「京都府戦略的地震防災対策推進プラ

ン」（以下「推進プラン」という。）を策定し、地震防災対策を計画的に推進する。 

なお、推進プランは、「戦略性の確保」「実効性の確保」「透明性の確保」を基本的な考え方とし

て策定する。 

 

２ 計画期間 

推進プランの計画期間は、戦略指針の計画期間である令和２年度～令和１１年度の前半の令和２

年度～令和６年度（５年間）とする。 

 

３ 戦略指針と推進プランの関係 

推進プランは、戦略指針で掲げた各目標を達成するための具体の取組内容、数値目標、達成時期、

実施主体等を盛り込んだ戦略指針の実施計画として位置付けるものとする。 

なお、戦略指針と推進プランの関係は、下図のとおりである。 
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４ 推進プランの実施主体 

戦略指針に基づき、推進プランの実施主体は、国、京都府、市町村、防災関係機関、府民、地域、

ＮＰＯ、企業、大学等とし、これら多様な主体は、「助け合うこと、支え合うこと」を基本姿勢と

して、自助・互助・共助・公助の役割を担い、連携・協働して、地震防災対策を推進する。 

また、対策の実効性を高めるため、『第三「戦略指針の目標達成の具体的事業」』において、多様

な主体の取組を可能な限り盛り込む。併せて、例えば環境を目的とした事業であっても地震防災対

策に繋がる事務・事業についても幅広に記載する。 

 

５ 戦略性の確保 

戦略指針で掲げた重点的取組 事項 （府民の生命と財産を守る、災害対応体制を強化する、地域

力を高める、京都らしさを守る）に沿って事業を推進する。 

 

(１)「府民の生命と財産を守る」 

建物の倒壊を防ぎ人的被害の軽減を図るため、住宅の耐震化、公共施設の耐震化、地震に強い

まちづくり等の取組を推進する。 

特に、住宅耐震化、減災住宅化を含めた家庭における防災対策や多くの府民が利用する施設、

防災拠点となるべき公共施設及び医療機関の耐震化は、府民の生命を守る上で直接的な効果を発

揮することから、耐震化事業を積極的に推進する。 

 

（２）「災害対応体制を強化する」 

災害時に的確な情報処理を行い、迅速で効果的な災害対応ができる体制を構築するとともに、

関係機関と連携した応援・受援体制の強化を図る。また、京都経済・活力を維持するために、各

企業等が事業継続計画（ＢＣＰ）を策定して訓練を実施するなど、企業や地域において防災にお

ける協力体制を構築する。 

 

(３)「地域力を高める」 

府民の防災意識 の 向上のための防災教育や地域防災力 の 向上のための自主防災組織・消防

団の充実等、地域力を高める取組については、府民運動を展開し、積極的に推進する。 

 

(４)「京都らしさを守る」 

文化財・景観や観光客の保護、 大学や企業の事業継続体制の確保 特に、外国人観光客への情

報提供など京都らしさを守る取組を、京都市を始め関係市町村と連携して推進する。 

 

 

６ 地域特性に応じた対策の推進 

京都府を山城・南丹・中丹・丹後の広域振興局管内と政令指定都市である京都市の５つの地域に

分け、それぞれの地域ごとの地震のリスクや特性等に応じた地震防災対策を推進する。 

 

(１)地震のリスク 

京都府は南北に長く、影響の及ぶ地震の発生確率と被害想定が地域により大きく異なる。 
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①南海トラフ地震 

発生確率が高いとされる南海トラフ地震については、山城地域、京都市及び南丹地域を中心

として、死者約 900 人、全壊・焼失建物約 70,000 棟の大きな被害が生ずることが想定されて

いる。 

 

②直下型地震 

京都府には直下型地震を引き起こす断層が数多く分布している。特に、南海トラフ地震前後

には、こうした断層による直下型地震の発生確率が高まるとされており、例えば、府内に最も

大きな被害を生じさせる「花折断層」地震では、死者 6,900 人、全壊建物 148,400 棟の甚大な

被害が生ずることが想定されている。 

とりわけ、個別の断層では、国は「奈良盆地東縁断層帯」「上町断層帯」「琵琶湖西岸断層帯

（北部）」の地震の発生確率を相対的に高い（活断層帯の長期評価がＳランク）と公表してお

り、京都市及び山城地域では、これらの断層により著しい被害が想定されており、主要な活断

層の数、発生確率、想定される被害数量のいずれもが南丹・中丹・丹後地域と比較して高い傾

向にある。 

また、中丹・丹後地域では、平成２６年８月に国土交通省が発表した断層モデル等を基に、

平成２７年度に津波浸水想定を実施したところ最大 10.9m の津波水位が想定された。これを

踏まえ、平成２８年度に津波災害警戒区域を指定し、平成２９年度には「日本海における最大

クラスの地震・津波による被害想定」を公表したところである。 
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【地震のリスク】 

地   震 山城地域 京都市域 南丹地域 中丹地域 丹後地域 

南海トラフ 

地震 

○関東・東海・近畿・四国地方などの太平洋岸を広域にわたり甚大な被害が発生 

○京都府内で最大震度６強。全域にわたり震度５弱から６弱の揺れによる大きな被害が想定 

○今後３０年以内で、７０％～８０％の発生確率 

 地域別事項 
甚大な被害が想定され、建物の耐震化など被害軽減対策

を積極的に講じる必要がある。 

液状化等により建物被害が想定され

るが、相対的に被害は軽微である。

自地域の混乱の早期収拾、支援計画

の策定など甚大な被害を受ける地域

への支援の備えを行う必要がある。 

直下型地震 

○府内全域に直下型地震を引き起こす活断層が存在し、これらの断層による震度６強～７の地

震により、局所的ではあるが甚大な被害が想定される。また、近年、鳥取西部地震や中越地震 大

阪府北部地震や北海道胆振東部地震など地表に活断層が現れていない箇所でも地震が発生して

いる。こうしたことから、府内全域で地震への備えが必要である。 

 

府内に大き

な被害を与 

える断層 

(30 年以内 

発生確率) 

花折（ほぼ 0~0.6%）、樫原-水尾（ほぼ 0~0.8%）、殿田-

神吉-越畑（ほぼ 0~0.8%）、有馬-高槻（ほぼ 0~0.04%）、

埴生（不明）、琵琶湖西岸（北部 1~3%、南部ほぼ 0%） 

山田(不明)、郷村（ほぼ 0%）、若狭

湾内（不明）、養父断層（不明） 

桃山-鹿ヶ谷（ほぼ 0~0.6%）、黄檗（不

明）、奈良盆地東縁（ほぼ 0~5%)、上

町（2~3%）、生駒（ほぼ 0％～0.2％）、

宇治川(不明)、木津川（ほぼ 0%）、和

束谷（不明） 

三峠(0.4~0.6%)、上林川(不明) 

亀岡 

（ほぼ 0~0.8%) 
 

 光明寺-金ヵ原断層（ほぼ 0~0.8%） 

※ 上記活断層の位置図及び地震被害数量については、参考資料として後掲する。 
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〔参考資料〕 

 

【京都府内・周辺の主要な活断層の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【想定される南海トラフ地震の震源域の位置】   
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【京都府に津波の影響が大きい活断層の位置】 
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【地震発生確率と想定被害数量】 

 

 

今後30年以内の発

生確率

死者数
要救助
者　数

短期
避難者数

全壊
半壊・

一部半壊
焼失建物

重傷者数

(人） (人） (人） (人） (人） (棟） (棟） (棟）

花折断層帯 7 ほぼ0～0.6％ 6,900 74,400 12,100 44,400 481,100 148,400 114,200 18,600

桃山-鹿ヶ谷断層 6強 ほぼ0～0.6％ 2,300 23,600 2,300 12,100 194,500 52,800 38,200 2,100

6強 － 800 13,200 1,000 6,200 94,100 17,300 25,400 1,100

7 ほぼ0～5％ 1,900 19,700 2,000 10,700 248,500 46,000 89,500 7,100

亀岡断層 7 ほぼ0～0.8％ 400 6,900 500 3,000 102,000 13,500 42,900 1,300

樫原-水尾断層 7 ほぼ0～0.8％ 1,300 17,800 1,600 9,000 206,100 24,900 38,000 2,000

殿田－神吉－越畑断層 7 ほぼ0～0.8％ 3,400 34,900 3,900 19,000 426,000 77,600 155,500 8,600

光明寺-金ヶ原断層 7 ほぼ0～0.8％ 800 14,300 1,100 6,900 127,500 15,500 37,300 1,600

7 0.4～0.6％ 1,200 7,900 1,300 6,000 95,700 38,300 44,700 7,600

7 － 1,200 8,300 1,300 5,800 101,500 39,500 47,600 7,700

5強 － 0 60 0 20 5,400 600 2,600 0

7 － 1,700 9,000 1,600 6,800 108,100 55,000 49,300 13,200

7 ほぼ0％ 2,200 12,700 2,300 9,300 149,400 76,600 60,600 16,300

6弱 2～3％ 90 3,700 100 1,200 64,300 5,000 28,700 400

7 ほぼ0～0.2％ 3,400 30,300 3,500 18,500 367,200 65,200 123,800 7,500

6強
北部：1～3％
南部：ほぼ0％

1,100 36,500 4,100 18,900 228,500 39,300 63,600 4,000

有馬－高槻断層 7 ほぼ0～0.03％ 2,900 43,900 5,200 26,800 340,500 50,800 80,600 7,400

宇治川断層 7 － 1,200 22,800 2,200 12,100 206,800 21,200 35,500 2,000

7 ほぼ0％ 1,600 18,400 1,700 9,300 236,500 40,700 89,000 6,100

7 － 1,500 20,000 1,700 9,700 262,300 38,000 101,900 3,500

7 － 700 7,200 800 3,900 105,100 29,000 58,800 4,900

6強 － 400 5,500 500 2,600 77,400 12,300 32,500 2,300

6弱 － 130 6,200 140 2000 111,600 10,400 51,900 400

京都府地震被害想定調査結果（2008）
今後30年以内の発

生確率

死者数
要救助
者　数

短期
避難者数

全壊
半壊・

一部半壊
焼失建物

重傷者数
(人） (人） (人） (人） (人） (棟） (棟） (棟）

6強 約70～80％ 860 14,650 2,660 2,470 15,740 54,470

内閣府のデータを基にした京都府被害想定（2014）

人的被害 建物被害

負傷者数

有馬－高槻
断層帯

木津川断層帯

埴生断層

養父断層

和束谷断層

東南海・南海地震

南海トラフ地震

地震調査研究推進

本部公表値

(H30.1.1基準)

地震調査研究推進

本部公表値

(H30.1.1基準)

断　層　名
最大

予測震度

若狭湾内断層

山田断層帯

郷村断層帯

上町断層帯

生駒断層帯

琵琶湖西岸断層帯

上林川断層

断　層　名
最大

予測震度

人的被害 建物被害

負傷者数

花折断層帯

黄檗断層

奈良盆地東縁断層帯

西山断層帯

三峠断層

(人）

0 50 20 － 0 160 －

地震 － － － － － － －
津波 0 50 20 － 0 160

0 150 60 － 0 360 －

Ｆ２０ 地震 － － － － － － －
津波 0 150 60 － 0 360

30 170 60 － 10 510 －

Ｆ２４ 地震 － － － － － － －
津波 30 170 60 － 10 510

200 190 60 0 220 960 －

Ｆ４９ 地震 － 10 － － 20 80 －
津波 200 180 60 0 200 880

60 430 80 0 430 2,750 0

Ｆ５２ 地震 0 240 10 0 410 1,890 0
津波 60 190 70 － 20 860

1,180 8,270 1,440 1,520 15,390 31,490 10,570

地震 880 7,940 1,320 1,520 15,320 30,610 10,570
津波 300 330 120 0 70 880

5,410 18,020 6,490 6,910 65,410 36,270 18,530

地震 5,400 17,970 6,480 6,910 65,400 36,120 18,530
津波 10 50 10 － 10 150

日本海における最大クラスの地震・津波による被害想定（平成29年）

7 115,320Ｆ５４（郷村断層）

6弱 3,820

7 58,820

3 380

Ｆ５３（若狭湾内断層）

3 490

５強 1,120

(人） (人） (人） (人） (棟） (棟） (棟）

1 170日本海中部地震

断　層　名
最大

予測震度

人的被害 建物被害

死者数 負傷者数
要救助
者　数

短期
避難者数

全壊
半壊・

一部半壊
焼失建物

重傷者数

ほぼ0～0.04% 
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(２) 社会的特性等 

地域ごとの地理的・社会的特性や地震防災対策の推進状況など地震防災対策を推進する上で

考慮すべき社会的特性等は、次表のとおりである。 

なお、同地域内であっても、市町村ごとに、社会的特性等や地震防災対策の進捗状況が異な

ることから、より実効性を高めるためには、各市町村においても地震防災のアクションプラン

を策定する必要がある。 

 

【各地域の社会的特性等】 

区 分 山城地域 京都市域 南丹地域 中丹地域 丹後地域 

全般的特性 都市部 都市部 都市・農村部併存 農村部 農村部 
地 
理 
特
性 

面 積 553.81ｋ㎡ 827.83ｋ㎡ 1,144.29ｋ㎡ 1,241.77ｋ㎡ 844.50ｋ㎡ 

概 要 
京都盆地と河川周辺で平地が広がり、
その他は丘陵及び山地からなる。 

亀岡盆地と河川周
辺の平地と山地か
らなる。 

福知山盆地と河川と海岸の河口
付近で平地が広がり、その他は山
地からなる。 

社 
会 
特 
性 

人 口 
(人口密度) 

704,780 人 
(1,273 人) 

1,464,498 人 
(1,769 人) 

131,403 人 
(115 人) 

188,436 人 
(152 人) 

90,609 人 
(107 人) 

高齢化率 26.4% 25.8% 29.3% 30.8% 36.2% 
事業所数 21,882所 70,637所 5,194所 9,066所 6,995所 

地
震
対
策
等
の
推
進
状
況 

耐 
震 
率 

住 宅 85％ 

公 共 94.3％ 94.1％ 79.5％ 90.1％ 86.3％ 

自 主 防 77.2％ 100.0％ 78.5％ 74.4％ 79.4％ 

常備消防 
70.5％ 

898(0.13) 人 
87.6％ 

1,799(0.12)人 
73.7％ 

191(0.14)人 
71.1％ 

322(0.17)人 
81.3％ 

191(0.21)人 

消 防 団 
91.4% 

3,790(0.54)人 
91.8% 

4,564(0.31)人 
93.2% 

3,121(2.36)人 
81.3% 

3,657(1.94)人 
93.4% 

2,520(2.76)人 
土砂災害 1,586箇所 2,556箇所 3,534箇所 6,140箇所 2,994箇所 
孤立集落 47箇所 22箇所 77箇所 163箇所 157箇所 

概  要 

○今後、急速な高
齢化が予想され
る。 
○自主防災組織の
組織率が低い。 

○文化財が集中し
ている。 
○観光客が多い。 
○企業や大学等が
多く存在してい
る。 
○自主防災組織の
組織率は１００％
である。 

○公共施設の耐震
化率が低い。 
○南部地域では、
市街地が密集して
広がっている。 
○北部地域では、
中山間地、山間部
が多く、過疎・高
齢化が進展してい
る。 
○自主防災組織の
組織率が高い。 
○中山間地、山間
部では土砂災害危
険箇所が多いた
め、孤立する可能
性がある集落が多
い。 
○同報系の防災行
政無線等住民への
伝達手段の整備が
進んでいる。 

○自主防災組
織の組織率が
低い。 

○公共施設の耐
震化率が低い。 

○住宅の耐震化率が低い。     
○過疎・高齢化の傾向が顕著で、
今後の進展により共助機能の維
持が困難となることも想定され
る。 
○中山間地、山間部が多く、土砂
災害危険箇所が多いため、孤立す
る可能性がある集落が多い。 
○同報系の防災行政無線等住民
への伝達手段の整備が進んでい
る。 
○日本海に面した地域では津波
による被害が想定される。 

○企業、大学、ＮＰＯなど多様な主体
との連携が可能である。 
○ライフライン・公共交通機関等に強
く依存しており、これらの機能低下
は、府民生活や社会経済活動に多大の
支障が生じ、多数の避難者や帰宅困難
者を発生させる。 

注） 自 主 防 ：自主防災組織の組織率 

   常備消防 ：消防力の整備指針に基づく算定数に対する職員の充足率 

        （ ）内は、人口１００人当たりの消防職員数 

   消  防  団：市町村の条例定数に対する消防団員の充足率、（ ）内は、人口１００人当たりの消防団員数 

   土砂災害 ：土砂災害危険警戒区域指定箇所数       孤立集落：孤立の可能性がある集落数 

※上の表では典型的な状況について述べているが、実際には、地震防災対策の方向性が大きく異なる都市部と農村部が

併存する市町村が多くあることから、各市町村は地域の実情を十分に踏まえて地震防災対策を推進する必要がある。  
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(３) 地震リスクと社会的特性等に応じた地域ごとの地震防災対策 

府内全域で推進すべき対策及び５つの地域ごとの地震リスクや社会的特性等に応じて取り組

むべき地震防災対策は以下のとおりである。 

 

①地震リスクに応じた対策 

京都府全域には直下型地震を引き起こす断層が数多く分布しており、海溝型地震である南海

トラフ地震の被害も想定されるため、府内のいかなる地域においても地震のリスクから免れず、

全ての地域において地震防災対策を講じる必要がある。 

 

○南海トラフ地震 

山城地域、京都市及び南丹地域は、南海トラフ地震により大きな被害が想定されているた

め、南海トラフ地震の防災対策推進地域に指定され、防災対策推進計画を定めている。今後、

同推進計画に基づき、「地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等」「住宅及び公共施設等

の耐震化の推進」などの対策を積極的に推進する必要がある。 

一方、中丹・丹後地域は、南海トラフ地震により、沿岸や川沿いなどの地域で液状化によ

る被害が想定されるが、他の地域と比べ相対的に被害は軽微であり、自地域の混乱の早期収

拾、支援計画の策定など甚大な被害を受ける地域への支援の備えを中心に万全の対応を図る

必要がある。 

 

○直下型地震 

京都市及び山城地域では、発生確率が相対的に高いと公表されている「奈良盆地東縁断層

帯」「上町断層帯」「琵琶湖西岸断層帯（北部）」の地震により著しい被害が想定されるなど主

要な活断層の数、発生確率、想定される被害数量のいずれもが南丹・中丹・丹後地域と比較

して高い傾向にあるため、特に地震防災対策を積極的に推進しなければならない。 

一方、南丹・中丹・丹後地域においても甚大な被害が想定される活断層が多数存在するこ

とから、地震防災対策を推進しなければならず、加えて、中丹・丹後地域では、若狭湾内断

層地震等により発生する津波への対策を講じる必要がある。 

 

②全地域において推進すべき対策 

・公共施設、住宅、民間施設の耐震化を推進する。 

・ライフライン施設の耐震化を推進する。 

・家具の転倒防止等室内の安全対策を推進する。 

・消防団・自主防災組織の活性化、防災教育の充実など地域防災力を向上する。 

 

③各地域の特性に応じ重点的に推進すべき対策 

 

【山城地域】 

・人口集中地域であり、建物倒壊火災等により人的被害が大きいため、 密集市街地対策 火

災防止対策や不燃化対策を推進する。 

・ライフラインが発達しており、都市機能を維持する上からもライフライン等の耐震化を推
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進する。 

・自主防災組織の組織率が低いため、組織率向上対策を推進する。 

・今後、急速に高齢化が進展するため、要配慮者対策を推進する。 

・家庭内備蓄等自助の取組を強化する。 

 

【京都市域】 

・人口集中地域であり、建物倒壊火災等により人的被害が大きいため、京都らしい景観に配

慮しながら、密集市街地対策や火災防止対策、不燃化対策を推進する。 

・ライフラインが発達しており、都市機能を維持する上からもライフライン等の耐震化を推

進する。 

・文化財の保護対策を推進する。 

・外国人を含む観光客の保護、避難誘導・多言語による情報提供等の帰宅支援対策を推進す

る。 

・企業や大学等に通勤・通学する者の帰宅支援対策を推進する。 

・企業や大学等の事業継続対策を推進する。 

・消防団員が年々減少しており、地域での防災活動や大規模災害時の対応への影響が懸念さ

れるため、魅力ある消防団づくりや募集活動の強化を推進する。 

・家庭内備蓄等自助の取組を強化する。 

 

【南丹地域】 

・公共施設の耐震化率が低いため、公共施設の耐震化を推進する。 

・南部では、市街地が密集して広がっているため おり、建物倒壊火災等により人的被害が大

きいため、 密集市街地対策 火災防止対策や不燃化対策を推進する。 

・北部では、過疎・高齢化の今後の進展により共助機能の維持が困難となるため、地域コミ

ュニティの維持対策を推進する。 

・高齢化が進展しているため、要配慮者対策を推進する。 

・中山間地域、山間部が多く、土砂災害等により多くの地域が孤立し、救援活動の難航が予

想されるため、孤立集落対策を推進する。 

 

【中丹地域】 

・耐震化率が低いため、住宅の耐震化を推進する。 

・過疎・高齢化の今後の進展により共助機能の維持が困難となるため、地域コミュニティの

維持対策を推進する。 

・高齢化が進展しているため、要配慮者対策を推進する。 

・自主防災組織の組織率が低く、組織率向上対策を推進する。 

・中山間地域、山間部が多く、土砂災害等により多くの地域が孤立し、救援活動の難航が予

想されるため、孤立集落対策を推進する。 

・ハザードマップの作成や避難訓練の実施など津波対策を推進する。 
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【丹後地域】 

・住宅の耐震化率が低いため、住宅の耐震化を推進する。 

・公共施設の耐震化率が低いため、公共施設の耐震化を推進する。 

・過疎・高齢化の今後の進展により共助機能の維持が困難となるため、地域コミュニティの

維持対策を推進する。 

・高齢化が進展しているため、要配慮者対策を推進する。 

・中山間地域、山間部が多く、土砂災害等により多くの地域が孤立し、救援活動の難航が予

想されるため、孤立集落対策を推進する。 

・ハザードマップの作成や避難訓練の実施など津波対策を推進する。 
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７ 戦略指針及び推進プランの実施について 

(１)実施体制 

① 全庁体制の確保 

京都府は、副知事を本部長とする「京都府戦略的地震防災対策推進本部」の下で、全庁での

推進体制を確保して地震防災対策を推進する。 

推進本部 

本 部 長：副知事（安心・安全総括担当） 

副本部長：危機管理監 

本 部 員：広域振興局長（山城・南丹・中丹・丹後）、各部長、教育長、府警本部

長、議会事務局長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長 

幹 事 会 

幹 事 長：防災監 

幹  事：各部主管課長、広域振興局地域連携・振興部総務防災課長（山城・南丹・

中丹・丹後）、危機管理総務課長、災害対策課長、原子力防災課長、消防保安課長、警

察本部警備部警備第一課長 

(事 務 局：災害対策課) 

 

② 多様な主体との連携 

京都府は、戦略指針及び推進プランに基づき、国、市町村、防災関係機関、府民、地域、ボ

ランティア、ＮＰＯ、企業、大学等の多様な主体と連携・協働して地震防災対策を推進するこ

ととし、各広域振興局管内ごとの地域防災対策連絡会等の活用や 京都府・京都市防災対策連

絡協議会 府市政策連携・融合会議（防災・減災分野）など、日頃から情報共有を図り連携体

制を確保する。 

なお、市町村は、京都府地震被害想定調査結果等を踏まえた減災対策を講じる上で主体的な

役割を果たすことが期待される。 

 

③ 広域連携 

今後、発生確率が高い まっている南海トラフ地震のような超広域災害に対しては、被害が

発生する各地域の防災力を向上させるとともに、地域間の広域連携の推進が重要であることか

ら、関西広域連合との連携を図ることなどにより、広域連携体制を強化する。 

 

(２) 目 標 

推進プランに盛り込む事務・事業については、戦略指針に掲げた減災目標や主要な施策項目 

重点的取組の目標が達成できるよう、可能な限り数値化し、数値化が困難な事務・事業につい

ては、達成しようとする目標の内容をできる限り具体的に記載する。 

また、関連する他の計画等において、数値目標や達成時期が既に設定されている場合は、こ

れらの既存計画との調整を行う。 

なお、推進プランの計画期間内に既存の関連する他の計画等が改訂された場合は、その都度、

推進プランの内容を見直し、改訂する。 

 

(３) 戦略指針及び推進プランの進捗管理 

府防災会議に設置し、外部有識者で構成する「戦略的地震防災対策推進部会」（以下「部会」

という。）を中心に、戦略指針及び推進プランの進捗管理を行う。 
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①部局の予算要求に当たっての評価 

災害対策課は、府の当初予算の編成時において、推進プランに記載された主要な地震防災対

策に係る要求状況を一元的に把握するとともに、目標達成に向けた計画的取組の観点からの評

価を付して、必要に応じて総務部 へ提出する に意見を述べる。 

 

②戦略指針及び推進プランの進捗状況の調査 

災害対策課は、戦略指針及び推進プランに掲げた事務・事業等の進捗状況について、毎年度

末時点において、関係部局・関係機関等に対し照会・確認を行い、６つの施策 政策目標 と５

５の施策項目 毎及び重点的取組について評価シートを作成し、部会に報告する。 

 

③戦略指針及び推進プランの進捗状況の評価 

事務・事業の進捗状況等の報告を受けた部会は、個別の施策の状況を見ながら、施策全体と

して、減災という大きな目標に向けて効果的に推進されているかについて総合的な評価を行う。 

戦略指針及び推進プランの進捗状況と評価結果は毎年度、京都府防災会議に報告・公表する。 

 

④透明性の確保 

推進プランに掲げた各実施主体は、進捗状況を自己点検し、順次改善しながら事業を推進す

る。事業の進捗状況は部会等を通じて公表し、透明性を確保する。 

 

⑤府民意識調査 

災害対策課は府民に対する意識調査を実施し、各施策の効果や進捗状況を把握し、評価する。 

 

⑥指針及び推進プランの見直し 

部会による評価の結果や社会情勢の変化、府民意識調査の結果等を踏まえ、京都府防災会議

は、随時、戦略指針及び推進プランの見直しを行い、実効性を高める。  
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第 二  京都府戦略的地震防災対策推進プランの施策展開          

戦略指針で重点的取組とされた事業を含む施策項目を次表に示す。これらは、特に優先度の高いも

のとして取り組むべき項目である。 

 

 
重 点 的 取 組  

１ 府民の生命と財産を守る ２ 災害対応体制を強化する ３ 地域力を高める ４ 京都らしさを守る 

６

つ

の

政

策

目

標

 

１ 地震等に強い京

都のまちづくりを

進める 

1-1-1 危険地域の指定等を進め

る 

1-1-4 火災発生防止対策を進め

る 

1-2-1 防災拠点施設の耐震化を

進める 

1-2-2 学校施設の耐震化を進め

る 

1-2-3 医療・福祉施設の耐震化

を進める 

1-2-4 多数の人が集まる建物の

耐震化を進める 

1-2-6 中小規模の建物の耐震化

を進める 

1-3-1 道路、河川等の整備・耐

震化を進める 

1-3-2 地震に強い急傾斜地、た

め池等の整備を進める 

1-3-3 地震に強いライフライン

施設の整備を進める 

1-3-4 地震に強いその他のまち

づくりを進める 

1-3-4 地震に強いその他のまち

づくりを進める 

  

２ 地震等に強い京

都の人づくりを進

める 

2-1-2 減災に向けて個人（家庭）

で行動する 

2-5-1 府民の防災意識を高める

ための広報を行う 

2-5-2 府民に対する教育・訓練

を実施する 

2-1-1 個人・家庭の防災意識を

高める 

2-5-1 府民の防災意識を高める

ための広報を行う 

2-2-1 地域の「つながり」を高

める 

2-2-3 減災に向けて地域で行動

する 

2-3-1 学校での防災教育を充実

する 

2-3-2 学校の危機管理体制を強

化する 

2-4-1 企業、ＮＰＯ、ボランテ

ィア団体等での人材育成

を進め、行動する 

2-5-2 府民に対する教育・訓練

を実施する 

 

３ 地震時の住まい

の安全、地震後の

住まいの安心を守

る 

3-1-2 住まいの耐震改修を進め

る 

3-1-3 室内の安全対策を進める 

3-2-1 災害後の仮住まいを確保

する 

  

４ 行政等の災害対

応対策の向上を図

る 

4-1-1 災害対策本部の設置・運

営を強化する 

4-2-2 被災者の生活対策を支援

する 

4-1-1 災害対策本部の設置・運

営を強化する 

4-1-3 被害情報の収集を迅速に

進める 

4-1-5 応援・受入体制を強化す

る 

4-2-1 救助・救出活動の能力を

向上させる 

4-2-2 被災者の生活対策を支援

する 

4-2-4 物資等の輸送、供給対策

を行う 

4-2-6 公共インフラ被害の応急

処置等を行う 

4-2-8 被害認定調査、罹災証明

の発行を行う 

4-2-10 生活再建を支援する 

4-2-11 廃棄物処理を進める 

4-2-3 特別な配慮が必要な人へ

の支援を行う 

4-2-5 ＮＰＯ・ボランティアと

連携する 

 

５ 京都経済・活力

を維持し、迅速な

復旧・復興を実現

する 

 5-2-1 地域の活力を維持する  5-1-1 京都全体の BCP を進める 

６ 京都らしさを保

った復旧・復興を

実現する 

   6-1-1 観光客等を保護する 

6-2-1 伝統・文化を守る 
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第 三  戦略指針の目標達成の具体的事業                   

下記において、戦略指針で体系化した各 施策項目 政策目標ごとに定めた防災戦略の内容 及び

主要な施策項目について設定した目標 を再掲し、それを推進するための具体的事業に担当部局等

（実施主体）を明記する とともに、進捗状況の調査先を●で表記して記載する 。 

また、戦略指針で重点的取組事項とされた施策項目を<重点>で示し、対応する事業を◎で表記する。 

また、各記号の意味は以下のとおり。 

・「<重点>」：戦略指針で重点的取組とされた事業を含む施策項目 

・「 ◎ 」：重点的取組に対応する事業 

・「＜ ＞」：各事業に設定した数値目標 

・「 ● 」：各事業の担当部局等（実施主体）のうち、進捗状況の調査先 

なお、具体的事業で達成年度が記入していないものは、推進プランの計画期間内に実施することと

する。 

１ 地震等に強い京都のまちづくりを進める 

 

２ 地震等に強い京都の人づくりを進める 

 

３ 地震時の住まいの安全、地震後の住まいの安心を守る 

 

４ 行政等の災害対応対策の向上を図る 

 

５ 京都経済・活力を維持し、迅速な復旧・復興を実現する 

 

６ 京都らしさを保った復旧・復興を実現する 


